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インターネット施設申請 説明書 申請書２

１．メニュー画面で『申請書２登録・更新（新規　継続　延長）』をクリックします。

２．③送付課所選択画面が表示されるので、書類を提出する課所を選択し、『送信』を
　　クリックします。（この時点では書類は送信されません）
　　④入力画面が表示されます。

４．申請書２をつくる

送付課所選択画面-1

送付課所選択画面-2

送付課所選択欄横の▼をクリックす
ると課所一覧が表示されるので
（送付課所選択画面-2）、
選択後『送信』をクリックします
（送付課所選択画面-1）。
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インターネット施設申請 説明書 申請書２�

４．入力項目についての注意事項です。間違いのないように入力してください。

施設コード（半角）

使用数量（半角）：最大で整数部6桁。小数部2桁。

使用期間：開始と終了の年月日を入力します。

取扱貨物（半角）：品種コード（4桁81品種）・数量（整数部6桁。
　　　　　　　　　小数部2桁）・単位

廃棄物：該当する方にチェックをつけます。

区画番号（半角）：該当する区画がある場合、左上から順に右下に
　　　　　　　　　向かって入力します。

担当者名：担当者の名前を入力します。

コンテナ水洗場の時（半角）：コンテナの個数を入力します。

時刻：24時0分は入力不可。0時0分と入力します。
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申請書２

５．⑤登録内容確認が表示されます。入力内容に間違いがないか確認します。
　　間違いがなければ、『登録』をクリックします。この時点で港湾局にデータが送信され
　　仮登録されます。　

記入漏れがあると下記の画面が表示されます。修正するためには
ブラウザの『戻る』をクリックして前の画面に戻り修正します。

インターネット施設申請 説明書
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インターネット施設申請 説明書 申請書２

６．⑥登録通知画面が表示され、データ登録の受付番号が表示されるので控えておきます。

※　「申請書２進捗履歴一覧表」より、継続や延長申請の登録処理を行うことが出来ます。
　　その場合の手順は、以下のとおり。
　　　a　メニュー画面で「申請書２進捗履歴一覧表」をクリックします。
　　　b　進捗履歴一覧表画面が表示されるので、任意の申請書を選択し、「継続」または「延長」
　　　　 の欄にチェックを入れて、「実行」をクリックします。　　
　　　c　申請書入力画面が表示されるので、内容を確認して対応します。
　　（以下、手順書３．～６．を参照のうえ、作業してください）
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インターネット施設申請 説明書

仮登録

本登録（許可）

申請書２

１．②メニュー画面で『申請書２進捗履歴一覧表』をクリックします。

２．⑦進捗履歴一覧表画面が表示されるので、内容を確認したい申請書の『照会』の欄に
　　チェックをいれて、『実行』をクリックします。

５．登録内容を確認する
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インターネット施設申請 説明書 申請書２

３．⑧一時登録内容画面が表示されるので、確認します。

４．確認が終わったら終了します。登録内容を修正したい場合『進捗履歴を見る』を
　　クリックし、次頁の「６．登録内容を変更する」を参照します。

５．本登録が行われた申請書の内容は、前頁『２．』で本登録を行った申請書の『照会』の
　　欄にチェックをいれて、『実行』をクリックすると確認できます。
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インターネット施設申請 説明書

本登録（許可）

申請書２

１．②メニュー画面で『申請書２進捗履歴一覧表』をクリックします。

２．⑦進捗履歴一覧表画面が表示されるので、内容を修正したい申請書の『更新』の欄に
　　チェックをいれて、『実行』をクリックします。

６．登録内容を変更する

仮登録
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インターネット施設申請 説明書 申請書２

３．④入力画面が表示されるので該当箇所を修正します。
　　操作は登録の場合と同じになります。（Ｐ７～Ｐ１０）

４．本登録が行われた申請書は、インターネット上では変更することができません。
　　変更される場合は「申請書をつくる」２．（Ｐ６）で選択した「送付課所」へご連絡
　　ください。（連絡先：Ｐ２）
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